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○議長（内村博法議員） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまから平成２８年第３回長与町議会定例会を開会いたします。これから本日の

会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２７

条の規定によりまして、１６番竹中悟議員、１番浦川圭一議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題といたします。お諮りします。本定例会の会期は本

日から９月２６日までの２１日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から９月２６日までの２１日間に決定いたしました。 

次に、日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配付したと

おりでありますので、説明を省略いたします。これで議長報告を終わります。 

次に、日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

改めまして、皆さんおはようございます。日ごとに秋の気配も感じられるようになり

ましたが、日中はまだまだ暑い日が続いておる今日でございます。議員の皆様におかれ

ましては、くれぐれも健康に御留意をされ御自愛いただきたいと思っております。また

東北・北海道地方に甚大なる被害をもたらしました台風１０号により、犠牲となられた

方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被害を受けられた皆様方に対し衷心よりお見

舞いを申し上げたいと思っております。なお、先日長崎に上陸をいたしました台風１２

号につきましては、長与町では５日に避難所を５カ所開設しておりまして、１１世帯、

１３名の方が避難をされました。幸いなことに、被害の報告はあっておりません。 

さて、平成２８年第３回長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位に

は大変御多用の中に御出席をいただき、厚く御礼を申し上げます。本日から開会をして

いただくわけでございますけれども、本議会におきましても平成２７年度一般会計を始

め各会計の歳入歳出決算の認定についてなど、多くの議案をお願いいたしております。

長期間になろうかと存じますが、どうぞよろしく御審議の程を賜りますようお願い申し

上げます。それでは、６月から８月にかけましての行政報告をさせていただきます。お

手元に資料を配付させていただいておりますので、主要な部分だけ御報告をさせていた

だきます。 

まず、６月でございますが、１日に長与町防災会議を開催いたしました。関係各機関、

団体からも御出席をいただきまして、今後の本町の防災計画について御審議を賜り、今

年の防災対策についてのご協議をさせていただいたところでございます。５日には町民

一斉清掃を実施いたしました。町内全域でおよそ１万人の住民の皆様方に御参加をいた



だきまして、道路や公園、空地などの除草や側溝の清掃などでおよそ１２８トンの草木、

がれき等を回収いたしております。６日には町村会の議員全員協議会がございました。

今年度の国政、県政に対する要望などにつきまして、各町から持ち寄りました案件を町

村会で精査をいたしまして、協議いたしました。これを受け、６月３０日には町村会で、

県知事、県議会議長に対します要望・陳情を行い、７月６日には国の関係省庁、長崎県

選出の国会議員の先生方に国政に対します要望・陳情を行ったところでございます。２

７日には長与町要保護児童対策地域協議会を開催いたしました。各関係機関の御協力の

もと、要保護児童への適切な支援を継続して行うことを目的としまして、今年度は回数

を増やして開催をしておるところでございます。２８日から２９日におきましては、自

治会長会と保健環境連合会で福岡県の新宮町と苅田町へ自治会加入促進などにつきまし

て視察させていただきました。当初、私も出席する予定でございましたけれども、大雨

警報等の発令が予測されたために、不測の事態を想定し出席を見送らせていただいてお

ります。７月に入りまして、３日に長崎北消防署浜田出張所の指導により、長与町消防

団夏季訓練を実施いたしました。今年は例年の訓練とは趣を変え、河川の氾濫を想定し

た土のう積みなどの水防工法訓練を２８４名の団員に行っていただいております。１１

日から２０日までの１０日間、夏の交通安全県民運動が実施されたわけでございますけ

れども、１２日には交通安全車輌街頭パレードを実施していただき、交通安全の啓発に

努めたところでございます。同日には今年度第１回目のほっとミーティングを開催いた

しまして、昨年度、長与町ＰＲ動画を製作していただきました県立大学シーボルト校の

映像制作団体Ｓｉｅｂｏ（シーボ）の学生さんと町政に対する意見交換を行っておりま

す。１８日には大村湾一斉清掃を実施していただきました。今年は、漁船等８隻とおよ

そ１００名の方々にご協力いただき、およそ８.３トンのごみを回収しております。８

月に入りまして、７日には長与町ペーロン大会が開催されました。ペーロンを通して地

域住民の融和と地域活性化のため開催されておりますこのペーロン大会も３３回を数え、

２２チームが白熱したレースを繰り広げております。午後から開催されました平和コン

サートｉｎながよにつきましては、今回から実行委員会を立ち上げていただきまして、

指方浩委員長や各委員の皆様のご尽力によりまして、町民を主体といたしました平和コ

ンサートを開催し、音楽に祈りをこめ平和への願い、想いを発信しております。９日の

長崎原爆の日には、原爆受難者の慰霊祭を皆前の墓地で実施をいたしまして、被爆者の

ご冥福をお祈りした他に、夕方からは平和の集いを中尾城公園平和の広場で行い、被爆

体験を語り継ぐボランティア団体の方による被爆体験記の朗読や小学生による平和メッ

セージ、中学生による平和宣言を述べていただきました。また、今年は西彼杵商工会青

年部の方々が戦争の悲惨さや平和への認識を高めてもらおうと福岡県八女市の平和の塔

に灯されております平和の火を分けていただき、その火を手作りの灯篭に灯しまして、

平和への願いを発信しておるところでございます。２１日には長与川まつりを開催いた

しました。午前中に神事を執り行っていただき、その後、関係自治体等多くの関係者の



方々に、長与川の清掃活動を実施していただきました。本当にありがたく感謝を申し上

げたいと思っております。夜には、各種の催しを行い、打ち上げ花火も実施されたわけ

でございます。これもまた多くの関係者のご協力によりまして、およそ２万５,０００

人の方々にご来場を賜り、盛大に開催することができましたことを心から感謝を申し上

げる次第でございます。２５日には都市計画道路西高田線及び高田南土地区画整理事業

整備促進につきまして国土交通省へ要望を行っております。来月、開催されます「ねん

りんピック交流大会」におきましては、各専門委員会を開催していただいた他に、８月

には実施本部員の業務説明会を開催し、万全の体制で準備を進めているところでござい

ます。議員各位におかれましても、本町におきます競技を含めて成功裏に終了できます

ようご協力をお願いするところでございます。その他、お手元に配付のとおり多くの会

議・事業等があっております。次に載せております５,０００万円未満の入札結果とあ

わせましてご参照いただければと存じます。以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（内村博法議員） 

以上で行政報告を終わります。 

次に、日程第５、報告、平成２７年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

の報告についての発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

報告につきましては、所管をしております企画財政部長より報告をさせます。 

○議長（内村博法議員） 

久保平企画財政部長。 

○企画財政部長（久保平敏弘君） 

おはようございます。それではご報告申し上げます。 

報告、平成２７年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律、第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、監査委員の意見を付して報告いたします。まず１の健全化判断比率におきまして、

実質赤字比率と連結実質赤字比率では比率が算出されず、実質公債費比率は８.０％、

将来負担比率は２０.４％という結果でございました。いずれの比率も早期健全化基準

及び財政再生基準を下回っております。 

続きまして２の資金不足比率につきましては、水道事業会計、下水道事業会計及び長

崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計の３つの会計で、いずれも実質赤字に

相当する資金の不足額がなく、資金不足比率は算出されておりません。 

以上、ご報告申し上げます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、日程第６、議案第４３号、長崎県市町村総合事務組合規約の変更について。日

程第７、議案第４４号、平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号）、日程第８、



議案第４５号、平成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）、日程第９、

議案第４６号、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、日程第

１０、議案第４７号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、

日程第１１、議案第４８号、平成２８年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）、

日程第１２、議案第４９号、平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特

別会計補正予算（第２号）を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としております議案につきまして、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

では、議案第４３号から第４９号までの提案理由の説明をさせていただきます。 

初めに、議案第４３号、長崎県市町村総合事務組合規約の変更につきましてご説明を

いたします。本議案は、平成２９年２月１日から長崎県後期高齢者医療広域連合の退職

手当に関する事務を長崎県市町村総合事務組合で共同処理することに伴い、本組合規約

の一部を変更することにつきまして、議会の議決を求めるものでございます。規約の変

更点につきましては、別表第２における第３条第１号に関する事務の項中に、長崎県後

期高齢者医療広域連合の規定を加えるもので、平成２９年２月１日から施行するもので

ございます。なお、組合規約は例規集に非掲載のため、参考資料として、新旧対照表を

添付しておりますのでご参照ください。以上が議案第４３号の提案理由でございます。 

続きまして、議案第４４号、平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号）につき

まして、提案理由のご説明を申し上げます。予算書の１ページをお願いいたします。今

回の補正は歳入歳出それぞれ９,１７８万２,０００円を追加いたしまして、補正後の総

額を１２４億３,３７６万４,０００円とするものでございます。補正の主な内容につき

まして２ページからの第１表歳入歳出予算補正によりご説明をいたします。 

歳入の１３款国庫支出金、１項国庫負担金では、去る６月下旬の長雨により発生した

町道南田川内本川内線のがけ崩れ復旧に係る災害復旧費国庫負担金を計上いたしており

ます。２項国庫補助金では、地域介護・福祉空間整備等交付金、道路橋長寿命化による

安全性の確保補助金、住宅・建築物耐震改修事業補助金等を計上。１４款県支出金２項

県補助金では、青年就農給付金等を計上いたしております。１７款繰入金では、１項特

別会計繰入金において前年度決算額確定による駐車場事業特別会計及び後期高齢者医療

特別会計、土地区画整理事業特別会計からの繰入金を計上いたしております。１８款繰

越金は、今回の補正予算の財源調整として計上。１９款諸収入ではシーサイドマルシェ

等の開催に係る長崎県町村会物産展事業助成金を計上。２０款町債では、災害復旧事業

充当起債を新たに計上し、また、発行可能額が決定した臨時財政対策債を減額計上いた

しております。 

続きまして、３ページから４ページまでの歳出についてご説明をいたします。歳出で

は、各科目の職員人件費につきまして退職、新規採用及び配置転換などの補正分を計上



いたしております。次に、職員人件費以外の補正につきましては、主なものをご説明い

たします。２款総務費では、ラブフェス参加及びシーサイドマルシェ開催に係る経費の

ほか、平成２８年度社会保障税番号制度対応業務に係るシステム改修、ビューテラス北

陽台の字界、地番整理に伴う基幹システムデータ変更分を電算システム運用開発委託料

として計上。また、育児休業等代替職員賃金及び評価替に伴う航空写真撮影業務委託に

係る経費も計上いたしております。３款民生費では、地域介護・福祉空間整備等補助金

等を計上。４款衛生費では、Ｂ型肝炎ワクチンが１０月より予防接種法に基づき、「定

期接種化」されたことを受け、予防接種委託料を計上。５款労働費では、働く婦人の家

の修繕費を計上。６款農林水産業費では、三根郷にあります農畜産物加工処理施設の解

体工事費及び青年就農給付金等を計上いたしております。８款土木費では、国県道改良

工事に伴う県事業地元負担金及び町道管理委託料、町道・橋りょう維持補修工事費、そ

して耐震診断補助金等を計上。１０款教育費では現図書館の防水改修工事費及び町民文

化ホール改修工事費等を計上。１１款災害復旧費では、６月下旬の長雨により発生した

町道南田川内・本川内線の崖崩れ復旧工事経費を計上いたしております。５ページの第

２表地方債補正では、臨時財政対策債の限度額を変更し、新たに公共土木施設災害復旧

事業を追加分としてお願いいたしております。以上が補正予算（第３号）の主な内容で

ございます。議案の後に平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号）に関する説明

書を添付いたしておりますので、ご参照ください。 

次に、議案第４５号、平成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）に

つきまして、提案理由のご説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。

今回の補正は歳入歳出それぞれ１４７万円を追加いたしまして、補正後の予算の総額を

８４０万２,０００円とするものでございます。 

それでは歳入につきまして説明をいたします。予算書の２ページをお開きください。

２款繰越金１項繰越金は平成２７年度の駐車場事業特別会計決算における剰余金１４７

万円を計上いたしております。 

次に歳出につきまして説明をいたします。３ページをお開きください。１款総務費２

項繰出金でございますが、一般会計繰出金は１４７万円を計上いたしております。なお、

本補正予算の内容につきましては補正予算（第１号）に関する説明書を添付いたしてお

りますのでご参照ください。 

次に、議案第４６号、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について、提案理由のご説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。今

回の補正は歳入歳出それぞれ２８９万５,０００円を追加いたしまして、補正後の予算

総額を５０億８,６１０万９,０００円とするものでございます。 

それでは歳入につきまして説明いたします。予算書の２ページをお開きください。３

款２項国庫補助金は、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金として１８４万４,

０００円計上しております。４款１項療養給付費交付金は、平成２７年度の退職者医療



療養給付費交付金不足額として３０８万４,０００円計上しております。１１款３項雑

入には３款２項国庫補助金と、４款１項療養給付費交付金を合わせた額４９２万８,０

００円から歳出補正額２８９万５,０００円を控除した額でございます。 

次に歳出につきまして説明をいたします。３ページをお開きください。１款１項総務

管理費は平成３０年度から始まります新たな国保制度に対応するため、長崎県が必要と

する町国保の情報を作成するためのシステム改修業務の費用として２８９万５,０００

円を計上しております。以上が今回の補正の主な内容でございます。なお、説明資料と

いたしまして、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に関する

説明書を添付いたしておりますのでご参照をお願いいたします。 

次に、議案第４７号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について、提案理由の御説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。

今回の補正は歳入歳出それぞれ２０３万７,０００円を追加いたしまして、補正後の予

算の総額を４億４,４１３万６,０００円とするものでございます。 

それでは歳入につきまして説明いたします。予算書の２ページをお開きください。４

款１項繰越金は、平成２７年度の繰越額が確定いたしましたので、今回計上させていた

だいております。既定予算１,０００円に２０３万７,０００円を追加補正し、補正後の

繰越金総額を２０３万８,０００円としております。 

次に歳出につきまして説明いたします。３ページをお開きください。２款１項後期高

齢者医療広域連合納付金でございます。平成２７年度から繰り越した保険料の確定に伴

う納付金２００万１,０００円が生じましたので計上しております。次の３款２項繰出

金は、歳入歳出決算に伴う繰越金２０３万８,０００円から広域連合納付金に２００万

１,０００円を差し引いた３万７,０００円を一般会計に繰出すものです。そのため、補

正前の額１,０００円を引いた３万６,０００円を補正額として計上いたしております。

以上が今回の補正の主な内容でございます。なお、説明資料といたしまして、平成２８

年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に関する説明書を添付いたして

おりますのでご参照願います。 

次に、議案第４８号、平成２８年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

きまして、提案理由の御説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。今

回の補正、保険事業勘定では、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２億５,０９０万４,

０００円を追加いたしまして、補正後の総額を３２億２６２万３,０００円、介護サー

ビス事業勘定では、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１,１６８万７,０００円を追加

いたしまして、補正後の総額を３,４３９万３,０００円とするものでございます。補正

の主な内容につきまして２ページからの第１表歳入歳出予算補正によりご説明を申し上

げます。 

それでは保険事業勘定の歳入につきまして、４款１項支払基金交付金では、平成２７

年度の実績による介護給付費等や地域支援事業に対する社会保険診療報酬支払基金から



の追加交付分を計上いたしております。８款１項繰越金では、前年度の決算に伴う繰越

額が確定いたしましたので、今回計上させていただいております。 

続きまして歳出について説明いたします。３ページをお開きください。３款地域支援

事業費３項介護予防・生活支援サービス事業費及び４項一般介護予防事業費では、介護

保険制度の改正に伴い、地域支援事業の内容が見直しされ、平成２９年４月から新しい

介護予防・日常生活支援総合事業が実施されます。本年度は新しい総合事業への移行に

係る最終年度になっております。移行に先立ち、本町ではサービス利用者等への負担を

考慮し、１０月から順次移行を行う予定で、今回これに関連する経費をそれぞれ計上い

たしております。６款諸支出金１項償還金及び還付加算金では平成２７年度の実績によ

る介護給付費、地域支援事業に対する国及び県の負担金、介護保険事業費補助金の額が

確定し、返還金が生じましたので計上いたしております。７款１項予備費では、歳入の

補正額から３款・６款の補正額を差し引きました金額を予備費に追加するものでござい

ます。 

次に４ページをお開きください。介護サービス事業勘定の歳入につきまして、２款１

項繰越金では、前年度の決算に伴う繰越額が確定いたしましたので、今回計上させてい

ただいております。 

続きまして歳出について説明をいたします。５ページをお開きください。１款事業費

２項介護予防・日常生活支援総合事業費では、先ほど保険事業勘定の歳出３款「地域支

援事業費」でご説明いたしました新しい総合事業に係る経費を計上いたしております。

２款１項予備費では２７年度実質収支から１款２項介護予防・日常生活支援総合事業費

分を差し引いた金額を新たに予備費として計上するものでございます。以上が補正予算

（第１号）の主な内容でございます。議案の後に平成２８年度長与町介護保険特別会計

補正予算（第１号）に関する説明書を添付いたしておりますのでご参照願います。 

続きまして、議案第４９号、平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業

特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。予算書

の１ページをお開きください。今回の補正は歳入歳出それぞれ１,６００万円を追加い

たしまして、補正後の総額を８億９４８万８,０００円とするものでございます。 

それでは歳入について説明をいたします。予算書の２ページをお開きください。まず

３款１項一般会計繰入金２０１万９,０００円を、職員の配置転換に伴う人件費の増額

により計上いたしております。次に４款１項繰越金１,３９８万１,０００円は前年度決

算に伴う繰越金の確定により計上いたしております。 

次に歳出について説明いたします。３ページをお開きください。１款１項都市計画費

を１,６００万円追加いたしております。これは歳入でご説明いたしました人件費の増

額によるものと、前年度決算に伴い確定した繰越金を高田南土地区画整理事業における

県への委託金及び一般会計への繰出金として支出するものでございます。以上が今回の

補正予算の主な内容でございます。なお、説明資料といたしまして、平成２８年度長崎



都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）に関する説明書を添

付いたしておりますのでご参照願います。 

以上、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、日程第１３、議案第５０号、平成２７年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定

について、日程第１４、議案第５１号、平成２７年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、日程第１５、議案第５２号、平成２７年度長与町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１６、議案第５３号、平成２７年度長与

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１７、議案第５４号、

平成２７年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１８、議案

第５５号、平成２７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを一括議題といたします。ただいま一括議題としています議案につき

まして、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま一括上程をしていただきました議案第５０号から議案第５５号までの６議案

につきましては、私に代わりまして会計管理者より説明をさせますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（内村博法議員） 

谷本会計管理者。 

○会計管理者（谷本清君） 

おはようございます。それでは、ただいま一括上程していただきました議案第５０号

から第５５号までの６議案について、町長にかわりまして提案理由のご説明を申し上げ

ます。各議案とも地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の決算審査意見

書をつけまして議会の認定に付するものでございます。 

それではまず、議案第５０号、平成２７年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございます。 

決算書の１、２ページをお開き願います。歳入でございますが、１款町税は調定額４

６億５,０１５万２７７円に対し、収入済額４４億７,０１１万５,１１２円となり、不

納欠損額７１４万４,４７２円で、収入未済額は１億７,２８９万６９３円でございます。

なお、町税の収入済額は前年度比１０６万９,４１７円、率にして０.０２％の減となっ

ております。１項町民税は調定額２５億４４８万３,０２３円に対し、収入済額２４億

１,７６７万２,６９７円となり、不納欠損額２６９万４,３７２円で、収入未済額は８,

４１１万５,９５４円でございます。２項固定資産税は調定額１５億２,９３５万３,６

７９円に対し、収入済額１４億５,３２０万１,３７２円となり、不納欠損額は３５９万

５,４７８円で、収入未済額は７,２５５万６,８２９円でございます。３項軽自動車税



は調定額８,５３０万９,６０６円に対し、収入済額８,３１２万７,９７３円となり、不

納欠損額２２万９,６００円で、収入未済額は１９５万２,０３３円でございます。４項

町たばこ税、６項入湯税は調定額どおりの収入済額となっております。７項都市計画税

は調定額２億９,９５９万８,９２８円に対し、収入済額２億８,４７０万８,０２９円と

なり、不納欠損額６２万５,０２２円で収入未済額は１,４２６万５,８７７円でござい

ます。２款地方譲与税から次ページの１０款交通安全対策特別交付金までにつきまして

は調定額と収入済額は同額でございますが、そのうち、６款地方消費税交付金は前年度

比３億６２０万２,０００円、８０.８％の増となっております。これは消費税８％引き

上げに伴い、地方配分が増加したことによるものです。また、９款地方交付税は前年度

比６,５６０万２,０００円、３.３％の増となっております。１１款分担金・負担金は

調定額３億６１３万４,４３９円に対し、収入済額２億９,１２１万３,５７１円となり、

収入未済額の１,４９２万８６８円は保育料分でございます。１２款使用料及び手数料

は調定額１億７,８０５万５,０４３円に対し、収入済額１億６,０６２万４４６円とな

り、不納欠損額１８万７,３６０円で、収入未済額は１,７２４万７,２３７円、この収

入未済額の内容としましては、町営住宅使用料、町営住宅駐車場使用料及びし尿収集手

数料でございます。１３款国庫支出金は調定額１９億７,６４９万８,４７１円に対し、

収入未済額１７億２,５２９万４,３６８円で、収入未済額は２億５,１２０万４,１０３

円でございます。これは、個人番号カード交付事業費補助金、年金生活者等支援臨時福

祉給付金と低所得の高齢者向け給付事業費補助金、保育所等整備交付金及び活力創出基

盤整備総合交付金など７件分でございます。１４款県支出金は調定額９億１,３４８万

４,２７８円に対し、収入済額９億１,３４８万４,２７８円で、収入未済額はございま

せん。５、６ページをお開きください。１５款財産収入の収入済額２,０９１万１,８１

７円の主なものとしては、不動産売払収入です。１６款寄附金の収入済額３３２万５,

５３７円は社会福祉費寄附金、社会教育費寄附金及びふるさと長与応援寄附金が主なも

のでございます。１７款繰入金の収入済額７億７５９万１,５１５円は財政調整基金、

減債基金、義務教育施設整備基金、図書基金、文化振興基金、体育振興基金、教育振興

基金及び地域福祉ボランティア基金からの繰入が主なものでございます。１９款諸収入

の収入済額３２６万６０円は貸付金元利収入の災害援護資金貸付金元利回収金でござい

ます。２０款町債の収入未済額につきましては１１億３,６５７万１,０００円となって

おります。以上、歳入合計は調定額１３４億３,７５５万５,９４７円に対し、収入済額

１２９億７,０７０万１,１５４円で、不納欠損額７３３万１,８３２円、収入未済額は

４億５,９５２万２,９６１円でございます。なお、収入済額は前年度と比較しまして、

１億６,５９４万９,０２５円、率にして１.３％の増となっております。 

７、８ページをお開き願います。次に歳出でございますが、款ごとの支出済額につき

まして、前年度に対する増減の主な要因等をご説明いたします。１款議会費１億４,９

４０万４,７２６円は前年度比３.１％の減となっておりますが、議員定数改定に伴う議



員報酬の減額が主な要因でございます。２款総務費１３億６,５４０万３,６２３円は前

年度比８.７％の減となっておりますが、長崎がんばらんば国体、全国障害者スポーツ

大会長崎がんばらんば大会、両大会の本番に係る事業費の減額及び地方創生事業の増額

が主な要因でございます。なお、翌年度繰越額４,０８３万円は電算システム運用開発

委託料、地方創生事業及び個人番号交付事業に係るものでございます。３款民生費４５

億２,００３万５,４００円は前年度比１０.３％の増となっておりますが、児童福祉費

の保育所緊急整備事業補助金（おおとり保育園分）と新規認可保育園２園分及び認定こ

ども園の増が主な要因でございます。なお、翌年度繰越額１億６,０９０万円は臨時福

祉給付金給付事業及び保育所緊急整備事業に係るものでございます。４款衛生費９億６

７９万６,７６３円は、前年度比１７.１％の減となっておりますが、清掃費のごみ処理

委託料の減額と長与・時津環境施設組合負担金の増額及び下水道施設整備事業費負担金

の減額が主な要因でございます。５款労働費３,３３１万２,８５７円は前年度比０.

８％の増となっておりますが、高年齢者就業機会確保事業費等補助金の増額が主な要因

でございます。６款農林水産業費１億８,４４４万３,８５３円は前年度比０.４％の増

となっておりますが、農業費の農家台帳・農業地図システム整備委託料の減額及び加工

所建設に伴う外構工事費などの増額が主な要因でございます。９、１０ページをお開き

ください。７款商工費１億１,５１３万９２５円は前年度比１２５.４％の増となってお

りますが、地域住民生活等緊急支援のための交付金、地域消費喚起・生活支援型で行い

ました、プレミアム付商品券発行事業補助金、住宅店舗リフォーム助成金事業補助金及

びＬＥＤ電球等購入費補助金による増額が主な要因でございます。８款土木費１４億７,

７２３万３,８２９円は前年度比１９.１％の減となっておりますが、道路橋梁費の橋梁

維持費及び都市計画費の街路事業費の減額が主な要因でございます。なお、翌年度繰越

額２億８,５６６万２,０００円は道路橋長寿命化による安全性の確保事業、長与町土地

区画整理事業特別会計繰出金及び西高田線街路事業費に係るものでございます。９款消

防費５億４,１１７万７,６２７円は前年度比３３.４％の増となっておりますが、消防

施設費の第６分団消防格納庫建設事業及び防災行政無線デジタル化整備事業に係る増額

等が主な要因でございます。１０款教育費１３億８,３８３万４,３７２円は前年度比３

０.６％の増となっておりますが、これは、教育振興基金費と保健体育費の体育施設整

備工事費、共同調理場給食調理器具取替工事費の増額及び小学校費の校舎建設事業費の

減が主な要因でございます。１１、１２ページをお開き願います。１１款災害復旧費２,

０５６万３,２３１円は前年度比１９６.１％の増となっておりますが、道路等災害復旧

費の増額が主な要因でございます。１２款公債費１２億５,６０８万２,２８９円は前年

度比２５.４％の減となっておりますが、元金償還金の減額によるものでございます。

１３款諸支出金４億１９万８,７８６円は前年度比４億円ほどの増となっておりますが、

榎の鼻土地区画整理地内の公共用地購入に伴う土地開発基金積立金の増によるものでご

ざいます。以上、歳出合計は予算現額１３１億８,５０４万８,０００円に対し、支出総



額１２３億５,３６１万８,２８１円となり、翌年度繰越額は４億８,７３９万２,０００

円で、不用額は３億４,４０３万７,７１９円でございます。なお、支出済額は前年度比

２億６,２６４万２,８５２円、率にして２.２％の増となっております。１８８ページ

をお開き願います。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１２９億７,０７

０万１,０００円。歳出総額１２３億５,３６１万９,０００円、歳入歳出差引額６億１,

７０８万２,０００円となり、翌年度へ繰り越すべき財源、繰越明許費繰越額は６,４４

８万８,０００円で、実質収支額は５億５,２５９万４,０００円でございます。このう

ち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は２億８,０００万円といたし

ております。１８９ページ以降には財産に関する調書を掲載しておりますので、ご参照

願いたいと存じます。以上が一般会計でございます。 

次に、議案第５１号、平成２７年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。決算書の１、２ページをお開きください。歳入でございますが、

１款使用料及び手数料７９４万８,０４０円、２款繰越金１０７万７,７１３円が主な歳

入で、歳入総額は９０２万８,５０６円となり、前年度比７.１％の増となっております。 

３、４ページをお開き願います。歳出でございますが、予算現額８０５万２,０００

円に対し、支出済額７５１万１,８０１円で、不用額は５４万１９９円となり、歳出合

計は前年度比２.１％の増となっております。１０ページをお開き願います。実質収支

に関する調書でございますが、実質収支額は１４７万１,０００円となっております。 

次に、議案第５２号、平成２７年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

についてでございます。決算書の１、２ページをお開きください。まず歳入でございま

すが、１款国民健康保険税は調定額１０億２,０７８万７,７６８円に対し、収入済額７

億８,４２２万６,０７７円となり、不能欠損額は１,４４１万６,７８４円で、収入未済

額は２億２,２１４万４,９０７円でございます。２款以降収入済額につきまして主なも

のといたしましては３款国庫支出金１０億８,９２７万８,９４３円、４款療養給付費交

付金１億５,３８１万７,０００円。５款前期高齢者交付金１２億７,０６８万５,４４３

円、６款県支出金２億１２０万８,０１８円、７款共同事業交付金１１億８８万３,９０

１円、９款繰入金２億２,７９３万６,７９０円でございます。３、４ページをお願いい

たします。歳入合計は調定額５１億１８１万６７円に対し、収入済額４８億６,５１１

万１,１５８円となり、不納欠損額１,４５０万４,３４４円で、収入未済額は２億２,２

１９万４,５６５円でございます。なお、収入済額は前年度比１０.６％の増となってお

ります。 

５、６ページをお開き願います。歳出でございますが、支出済額の主なものにつきま

してご説明申し上げます。２款保険給付費３１億３２９万２,７６１円、３款後期高齢

者支援金５億１１２万２,５９８円、６款介護納付金１億９,０６０万７,７７１円、７

款共同事業拠出金１０億６,２６８万３,２５２円でございます。７、８ページをお開き

願います。歳出合計は予算現額５０億２,５３０万６,０００円に対し、支出済額４９億



７,１７８万４５７円となり、不用額は５,３５２万５,５４３円でございます。なお、

支出済額は前年度比１４％の増となっておりますが、共同事業拠出金及び保険給付費が

増額したことが主な要因でございます。３６ページをお開き願います。実質収支に関す

る調書でございますが、実質収支額はマイナス１億６６６万９,０００円で、平成２８

年度国民健康保険特別会計より繰上充用金として処理いたしました。３７ページをお願

いいたします。財産に関する調書の基金でございますが、決算年度末現在高は１,３５

０万円となっております。 

続きまして、議案第５３号、平成２７年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定についてでございます。決算書の１、２ページをお開きください。歳入でござ

いますが、１款後期高齢者医療保険料は、調定額３億４,９１５万８,５００円に対し、

収入済額３億４,７２６万６,６００円となり、収入未済額は１８９万１,９００円でご

ざいます。その他の主な歳入といたしましては、収入済額で申し上げますと３款繰入金

７,８９０万９,５６０円でございます。歳入合計は調定額４億２,９０４万６,６４６円

に対し、収入済額４億２,７１５万４,７４６円となり、収入未済額は１８９万１,９０

０円でございます。なお、収入済額は前年度比２.３％の増となっております。 

３、４ページをお開き願います。歳出でございますが、支出済額で主なものは２款後

期高齢者医療広域連合納付金４億２,２３２万８,８２１円でございます。歳出合計は予

算現額４億３,５７８万５,０００円に対し、支出済額は４億２,５１１万６,８６０円と

なり、不用額は１,０６６万８,１４０円でございます。なお、支出済額は前年度比２.

０％の増となっております。１４ページをお願いいたします。実質収支に関する調書で

ございます。実質収支額は２０３万７,０００円でございます。 

次に、議案第５４号、平成２７年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてでございます。決算書の１、２ページをお開きください。保険事業勘定の歳入でご

ざいますが、１款保険料は調定額６億７,０１２万円に対し、収入済額６億５,５８０万

２,６２０円となり、不納欠損額２５４万２,２００円で、収入未済額は１,１７７万５,

１８０円でございます。その他の主な歳入としましては歳入済額で申し上げます。３款

国庫支出金５億５,１３３万８,９６９円、４款支払基金交付金６億７,５１５万９,９７

０円、５款県支出金３億３,６６２万８,４６３円、７款繰入金３億５,２０２万３,３１

５円でございます。３、４ページをお開き願います。歳入合計は調定額２７億６,８３

７万６,２３３円に対し、収入済額２７億５,４０５万８,８５３円となり、不納欠損額

２５４万２,２００円で、収入未済額は１,１７７万５,１８０円でございます。なお収

入済額は、前年度比４.６％の増となっております。 

５、６ページをお願いいたします。歳出でございますが、支出済額で主なものは１款

総務費４,４９８万３,０８７円、２款保険給付費２３億８,６３４万９,１２７円、３款

地域支援事業費３,６６６万１,２２６円、６款諸支出金２,６９４万４,０２３円でござ

います。７、８ページをお開き願います。歳出合計は予算現額２９億２,６５７万４,０



００円に対し、支出済額２４億９,４９３万７,４６３円となり、不用額は４億３,１６

３万６,５３７円でございます。なお支出済額は前年度比１.８％の増となっております。

９、１０ページをお願いいたします。介護サービス事業勘定の歳入でございますが、主

な歳入といたしましては、１款サービス収入２,１９５万１,０００円で、歳入合計は調

定額、収入済額ともに３,２３８万５８１円でございます。なお、収入済額は前年度比

１２.５％の増となっております。 

１１、１２ページをお開き願います。歳出でございますが、１款事業費支出済額は、

２,０６９万２,２９０円で、前年度比１２.７％の増となっております。４０ページを

お開き願います。実質収支に関する調書でございますが、実質収支額は保険事業勘定で

は２億５,９１２万１,０００円。介護サービス事業勘定では１,１６８万８,０００円で

ございます。 

最後に、議案第５５号、平成２７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてでございます。決算書の１、２ページをお開きくださ

い。歳入でございますが、主なものといたしまして、１款国庫支出金は調定額２億２,

５０１万７,０００円に対し、収入済額１億３,９４６万８,０００円でございます。収

入未済額は８,５５４万９,０００円でございます。２款県支出金は調定額５,４８０万

９,０００円に対し、収入済額３,５１２万７,０００円で、収入未済額は１,９６８万２,

０００円でございます。４款繰入金は調定額６億４,０８９万８,０００円に対し、収入

済額５億２０５万６,０００円で、収入未済額は１億３,８８４万２,０００円でござい

ます。５款諸収入は調定額及び収入済額ともに、１,０９４万３９４円でございます。

歳入合計は調定額９億３,９９３万７,６９０円に対し、収入済額６億９,５８６万４,６

９０円で、収入未済額は２億４,４０７万３,０００円でございます。なお、収入済額は

前年度比５.２％の減となっております。 

３、４ページをお願いいたします。歳出でございますが、支出済額は１款土木費５億

８,５６９万８５６円、２款公債費９,４１９万２,４０１円でございます。歳出合計は

予算現額９億３,２４２万３,０００円に対し、支出済額６億７,９８８万３,２５７円と

なり、翌年度繰越額２億４,４０７万３,０００円で、不用額は８４６万６,７４３円で

ございます。なお、支出済額は前年度比６.３％の減となっております。１４ページを

お開き願います。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額６億９,５８６万４,

０００円、歳出総額６億７,９８８万３,０００円、実質収支額は１,５９８万１,０００

円でございます。大変長くなりましたが、以上が議案第５０号から議案第５５号までの

各会計の歳入歳出決算の説明でございます。詳細につきましては歳入歳出決算事項別明

細書、また、主要な施策の成果に関する報告書を添付いたしておりますので、ご参照賜

りたいと思います。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

○議長（内村博法議員） 

場内の時計で１０時５０分まで休憩いたします。 



（休憩 １０時３３分～１０時５０分） 

○議長（内村博法議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に、代表監査委員に決算審査の報告を求めます。 

中川代表監査委員。 

○代表監査委員（中川勝秀君） 

皆さん、おはようございます。今日から議会がスタートということで、これから大変

お疲れさまです。監査委員の中川です。 

それでは、議長から許可をいただきましたので、地方自治法第２３３条第２項及び第

２４１条第５項の規定により、平成２７年度長与町一般会計及び各特別会計の歳入歳出

決算並びに基金の運用状況について、審査した結果を御報告いたします。意見書の１ペ

ージをお開きください。審査の対象として、平成２７年度の長与町一般会計、駐車場事

業特別会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、長

崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計の歳入歳出決算について実施いたしま

した。審査の期間は、平成２８年７月１１日から８月３日まで行いました。審査の方法

は、町長から提出された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類について、会計管

理者、各部長、各理事、各課長、関係職員の出席を求め、説明を聴取し、関係法令に準

拠し調製されているか、財政運営は健全か、財産の管理運営は適正であるか、さらに、

予算が適正かつ効率的に執行されているかなどに主眼を置き、関係帳簿及び証拠書類と

の照合など、通常実施すべき書類審査方法のほか、現地調査、備品調査も実施し、慎重

に審査を行いました。 

提出された資料の計数審査の結果、一般会計及び特別会計決算は、関係法令に準拠し

作成され、決算計数は関係諸帳簿と証拠書類を照合した結果、誤りのないものと認めま

した。各基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿と証拠書類は符合し

ており、誤りないものと認めました。 

なお、意見書は今年度から様式を大幅に変更しました。一般・特別会計と企業会計合

わせて、７０ページぐらいあったものを３６ページぐらいの１冊にまとめました。また、

各数値のほとんどが前年度対比だったものを５年間の対比ができるよう表示し、金額の

単位を１００万円、千円単位にしました。さらに、税こそが自治の基本ということで、

各種税・使用料の収入未済額の推移についても５年間表示しました。以上が今年度から

変更したところでございます。各会計と基金・町債の詳細につきましては、２ページか

ら２２ページに記載していますので御参照ください。 

それでは３５ページをお開きください。意見書のむすび欄はポイントだけを説明させ

ていただきます。一般会計及び特別会計は２ページ、３ページのとおり、国保会計を除

いて、いずれの会計も形式収支は黒字決算となっています。一般会計歳入額を自主財源



と依存財源に仕分けると６ページのとおりで、自主財源が約６２億５，０００万円、構

成比では４８.２％で、前年度とほぼ同様の数字であります。一方、歳出額を義務的支

出、投資的支出、その他に仕分けると８ページのとおりで、義務的支出が約５５億円、

構成比４４.６％で、前年度比約２億円の減となった。これは扶助費が前年度比約３億

７，０００万円増と大幅に伸びたが、それを上回る人件費と公債費の減が主な要因であ

ります。また、財政指数の推移は５ページのとおりで、将来負担比率が前年度比１.６

ポイント上がり、少し悪化しているが特段問題はないと考えます。ほかの４つの指数は、

前年度比わずかに好転しました。中でも経常収支比率は前年度比５.７ポイント下がり、

８９.４％と好転したが、７０％から８０％程度が妥当とされているので、本町の場合、

まだまだ財政硬直化の状況にあるということを十分認識して、今後の町政運営に当たる

必要があります。 

次に、町税の収入未済額の状況は９ページの表のとおりで、今年度は現年・過年度合

計で約１億７,３００万円あり、前年度比約２,１００万円減少している。２３年度の約

３億２，０００万円と比較すると、約１億４,７００万円の減で、ここ４、５年の収納

努力の成果と評価できる。 

次に、国保会計の収支状況は１４ページ上段の表のとおりで、形式収支で約１億７０

０万円の赤字となり、今年度決算では２８年度から、約１億７００万円の繰上充用が行

われた。このような状況は初めてのことであり、また、一般会計からの一時運用も頻繁

に行われており、国保会計の厳しい状況がうかがわれます。国保が市町村の財政を圧迫

している現状では、国の抜本的な改革が早急に必要である。そのような中で、保険税の

収入未済額は現年・過年度合計で約２億２,２００万円となっており、滞納者が増え、

そのため保険税が上がり、さらにまた、滞納者が増えるといった悪循環に陥っているよ

うでございます。 

次に、基金、町債の状況は、２１ページ、２２ページのとおりで、今年度末の基金残

高は前年度比約３億４,７００万円増の約４８億円となっている。また、今年度末の町

債残高は、臨時財政対策債を含んで前年度比約２,７００万円増の約１４０億円となっ

ています。なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく判断の４指標につ

いては、早期健全化基準値を大きくクリアしており、問題はないものと考えます。 

今回の決算審査において、事務処理はおおむね良好でありましたが、次の点で指摘を

行っています。１点目、今年度末の一般会計・特別会計の収入未済額は、現年・過年度

合計で約４億４,４００万円で、前年度比約３，０００万円減と着実に減少をしていま

す。平成２３年度と比較すると約１億４,１００万円減と各所管における収納努力の成

果だと推察いたします。しかしながら、依然として約４億４,４００万円という高額の

収入未済額が残っていることを常に念頭に置き、その減少に向けた徴収体制の強化、徴

収方法の改善に努められたい。 

２点目、高田南土地区画整理事業については、事業開始から３３年を経過し、今なお



今後の見通しも立たない状況が続いている。２７年度末までの総事業費は約２３５億円

を投入してきており、一般会計の負担をはじめ、町全体の将来の財政運営に大きな影を

落としています。早期完成に向けた対策、対応を求める。 

最後に、今年度も健全財政運営で、堅実な決算が維持されていますが、税収の鈍化傾

向、公共施設の老朽化による維持管理費・更新投資の増大、少子高齢化による生産人口

の減少など厳しい状況が続くと考えられます。今後もあらゆる事業施策の見直しを常に

行いながら、選別化に努め、健全財政を堅持し、町の発展と町民サービス、福祉の向上

に最善の努力をされるよう期待して、一般会計及び特別会計の決算審査の報告を終わり

ます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、日程第１９、議案第５６号、平成２７年度長与町水道事業剰余金の処分及び決

算認定について。 

日程第２０、議案第５７号、平成２７年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認

定についてを一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案につきまして、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、議案第５６号及び第５７号の提案理由を御説明いたします。 

はじめに議案第５６号、平成２７年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

きまして、提案理由の御説明を申し上げます。決算書の１、２ページをお開き願います。 

収益的収入及び支出の収入におきましては、予算額７億６,８５２万２,０００円に対

し決算額は７億９,６１０万３,５８７円となり、２,７５８万１,５８７円の増収となっ

ております。これは営業収益のうち、上水道給水収益の増が主なものでございます。 

支出におきましては、予算額７億２,３０２万１,０００円に対し、決算額は６億５,

５５９万５,１９４円となり、不用額が６,７４２万５,８０６円となっております。こ

れは維持管理経費、人件費等の減額が主なものでございます。 

３、４ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入におきましては、予算額

９,１６０万円に対し、決算額は９,９５８万２，８６０円となり、７９８万２,８６０

円の増収となっております。これは負担金の増によるものでございます。 

支出におきましては、予算額４億６９７万５,０００円に対し、決算額は３億８,１３

１万６,１６０円となり、不用額が２,５６５万８,８４０円となっております。これは

建設改良費の減額が主なものでございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額２億８,１７３万３,３００円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

８２３万６,７９９円、過年度分損益勘定留保資金７,７６９万１４７円、当年度分損益

勘定留保資金３,６００万１,３８５円、減債積立金１億５,９８０万４,９６９円で補て

んをいたしております。たな卸資産購入限度額の執行額は３１２万１,２００円でござ



います。 

５ページをお開き願います。ここに計上しております損益計算書は、税抜き計算とな

っております。営業収支におきましては９,２８１万９,５３２円の営業利益となり、営

業外収支におきましても、５,３１０万８,５６９円の利益となりました。その結果、経

常収支におきましては１億４,５９２万８,１０１円の経常利益となっております。また、

特別収支におきましては１,３６６万４,４０２円の損失となりました。 

以上の結果、当年度純利益は１億３,２２６万３,６９９円となり、当年度未処分利益

剰余金は、２億９,２０６万９,０９４円でございます。 

６ページをお開き願います。キャッシュフロー計算書におきまして、当年度資金増加

額が３,８９６万５,５９５円となり、当年度資金期末残高は６億６,８０４万２９９円

でございます。 

７ページをお開き願います。剰余金処分計算書（案）につきましては、未処分利益剰

余金のうち、１億３,２２６万４,１２５円を減債積立金へ積み立て、１億５,９８０万

４,９６９円を資本金への組み入れを行い、あわせて２億９,２０６万９,０９４円を処

分する予定としており、この剰余金の処分に関しまして、議会の議決を求めるものでご

ざいます。以上が議案第５６号の提案理由でございます。 

続きまして、議案第５７号、平成２７年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認

定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。決算書の１、２ページをお開き願

います。 

収益的収入及び支出の収入におきましては、予算額１０億５,０５２万円に対し決算

額は１１億１,７５２万７,５９５円となり、６,７００万７,５９５円の増収となってお

ります。これは営業外収益のうち、減価償却費の増に伴う長期前受金戻入の増が主なも

のでございます。支出におきましては、予算額９億７,１３９万９,０００円に対し、決

算額は９億５,２４６万３,１３９円となり、不用額が１,８９３万５,８６１円となって

おります。これは営業費用の減が主なものでございます。 

３、４ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入におきましては、予算額

１億２,３９１万４,０００円に対し決算額は１億２,４５２万２,６１７円となり、６０

万８,６１７円の増収となっております。これは受益者負担金の増によるものでござい

ます。支出におきましては、予算額３億９,８２０万９,０００円に対し、決算額は３億

８,９０８万５,５６７円となり、不用額は９１２万３,４３３円となっております。こ

れは建設改良費の減額が主なものでございます。なお、資本的収入額が資本的支出額に

不足する額２億６,４５６万２,９５０円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額６９２万１,９０８円、過年度分損益勘定留保資金１,１８７万４,６０２円、減

債積立金２億４,５７６万６,４４０円で補てんをいたしております。 

５ページをお開き願います。ここに計上いたしております損益計算書は税抜き計算と

なっております。営業収支におきましては２億６８万４,８０３円の営業損失となり、



営業外収支におきましては３億６,５７０万２,０５７円の利益となりました。その結果、

経常収支におきましては、１億６,５０１万７,２５４円の経常利益となっております。

また、特別収支におきましては、６６８万９,３７０円の損失となりました。 

以上の結果、当年度純利益は１億５,８３２万７,８８４円となり、当年度未処分利益

剰余金は、５億３,４３２万８,６７０円でございます。 

６ページをお開き願います。キャッシュフロー計算書におきまして当年度資金増加額

は２億３,７６１万８,７００円となり、当年度資金期末残高は１４億４０２万５,０８

５円でございます。 

７ページをお開き願います。剰余金処分計算書案につきましては、未処分利益剰余金

のうち、２億８,８５６万２２３０円を減債積立金へ積み立て、２億４,５７６万６,４

４０円を資本金への組み入れを行い、あわせて５億３,４３２万８,６７０円を処分する

予定としており、この剰余金の処分に関しまして、議会の議決を求めるものでございま

す。以上が議案第５７号の提案理由でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、代表監査委員に決算審査の報告を求めます。 

中川代表監査委員。 

○代表監査委員（中川勝秀君） 

お疲れさまです。またよろしくお願いします。それでは、議長の許可をいただきまし

たので、地方公営企業法第３０条第２項の規定により、平成２７年度長与町水道事業会

計、下水道事業会計の決算について、審査した結果を御報告いたします。 

お手元の意見書２３ページからを御参照ください。審査の期間は平成２８年７月４日、

５日に実施しました。審査の方法は、町長から提出された決算報告書及び財務諸表、決

算附属書類など、政令で定められた書類について、水道局長、各課長、関係職員及び会

計管理者の出席を求め、説明を聴取し、決算計数の確認及び分析を行い、経営成績、財

政状態の把握、経済性の発揮、公共性の確保を主眼として審査を行いました。 

審査の結果として、各会計の決算報告書、財務諸表及びその他の書類は、地方公営企

業法及び関係法令に準拠して作成され、その計数は正確で、平成２７年度における経営

成績及び当該年度末の財政状況は適切に表示されていました。また、当年度における各

事業の予算執行の結果は、適正に執行されていると認めました。 

なお、企業会計の意見書も今年度から様式を大幅に変更し、一般・特別会計と一緒に

１冊にまとめました。また、各数値は５年間の対比を基本に表示し、金額の単位を１０

０万円、千円単位にしました。 

水道事業会計の詳細につきましては、２３ページから２４ページは業務状況、経営成

績、２５ページから２６ページは損益計算書、資産・負債及び資本の状況、２７ページ

から２８ページは財務比率、企業債、水道料金の未収状況を記載しておりますので、御



参照ください。 

では、決算の概要について御説明いたします。 

給水人口は３万８,７９６人で、前年度比７１人増加。給水戸数も１万５,６５０戸で、

前年度比１２３戸増加しています。また、年間配水量は５年ぶりに約６万立方メートル

増加。有収水量も約３万立方メートル増加しています。継続的な漏水調査により、有収

率は９１.９％で、前年度比０.７ポイント下がっているが、高い数値を維持し、効率配

水が図られています。１立方メートル当たりの供給単価は１８８円７５銭で、給水原価

は１５６円３７銭であり、差し引き収益は３２円３８銭となり、前年度より改善して良

好な数値であります。 

２７ページの財務比率の表を見ていただくとわかるように、５つの比率ともほぼ安定

した安全な比率をここ数年維持している。特に流動比率は前年度比５７.２ポイント上

がり３３５.３％となり、財務の安全性がより高くなっています。以上、各指数は全国

類似団体と比較しても良好な数値となっています。 

次に、決算の事業収支は収入が約７億４,４００万円、支出が約６億１,２００万円で、

純利益は約１億３,２００万円であり、堅実な推移である。また、今年度末の企業債残

高は約８億３００万円と、前年度比約１億６，０００万円減少し、支払利息も約２,３

００万円で前年度比約６００万円減少をしています。 

最後に、水道事業は住民の日常生活に欠かすことができない事業で、安定供給と水質

保全には万全を期す必要がある。当然、中・長期にわたる計画のもと、水源確保、老朽

管更新、浄水場設備改良など投資が常に必要であり、そのためにも収益の確保が求めら

れる。給水人口は団地開発の割には微増に留まっており、加えて節水型の洗濯機、水洗

トイレの普及やペットボトル飲料水の利用増で、給水量の自然増はあまり期待できない。

そのため、給水収益の増収も厳しくなるものと推察される。今後とも、公共性、経済性

等を十分考慮し、経営基盤の安定を図り、なお一層の効率的な経営を促進し、清浄かつ

豊富な水を安定的に供給されることを望みます。 

次に、下水道事業会計であります。２９ページから３０ページは業務状況、経営成績、

３１ページから３２ページは損益計算書、資産・負債・資本の状況、３３ページから３

４ページは財務比率、企業債、下水道料金の未収状況を記載しておりますので、御参照

ください。では、決算の概要について御説明いたします。 

水洗化人口は３万９,９８５人、水洗化戸数１万５,６９２戸、普及率９９.９％、水

洗化率９８.７％となっています。なお、整備済区域の未水洗化は１８７戸あります。 

下水事業の経営状況について、経営分析及び財務分析は次のとおりであります。 

有収率は高いほど望ましく、今年度は８３.６％で、前年度より７ポイント上回って

いる。理由として、返流水のダブルカウントが判明し、不明水が大幅に減少したためで

あります。１立方メートルの使用料単価は１７４円８７銭、汚水処理原価は１８７円５

６銭となっており、差し引き１２円６９銭の原価割れとなっている。今後も汚水処理費



削減に向けての経営努力が必要であります。 

３３ページの財務比率の表を見ていただくと分かるように、５つの比率ともほぼ安定

した安全な比率をここ数年維持している。特に流動比率は前年度比４３.４ポイント上

がり、４０２.５％となり、財務の安全性がより高くなっている。ただ、経営状況の健

全性を示す指標である、総収支比率が全国平均よりは良好であるが、前年度比で７.８

ポイント下降しているので、費用の支出には要注意が必要。全体的に各指数は全国類似

団体と比較しても良好な数値となっている。 

次に、決算の事業収支は、収入は約１０億６,９００万円。支出は約９億 1，０００万

円で、純利益は約１億５,８００万円で、前年度比約５,８００万円の減収となった。 

企業債は年度末残高約２９億７,７００万円で、前年度比約１億６,０００万円減少し

ている。ちなみに、２３年度の企業債残高は約３８億３,４００万円あり、５年間で約

８億６,０００万円減少をしています。 

最後に、不明水の問題ですが、２６年度は１０５万立方メートルあり、ここ４年ほど

毎年１００万立方メートルを超えていました。今年度は６９万立方メートルに減少した

が、理由として２６年度までは場内からの返流水を流入下水としてダブルカウントして

いたためと説明があった。この不明水６０万立方メートルから７０万立方メートルが、

正常な数字と判断はいたしますが、今後も正確な処理水量の把握が必要である。下水道

事業は重要な都市施設である。当町は全国的にも高い水準の水洗化普及率であるが、施

設、管の老朽化も進み、今まで以上の投資が見込まれます。今後の事業運営に当たって

は、中長期展望のもと、計画的かつ効率的な建設改良投資を進められることを望みます。 

以上で水道事業、下水道事業の決算審査の報告を終わります。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

次に、日程第２１、議案第５８号、人権擁護委員の推薦について、日程第２２、議案

第５９号、人権擁護委員の推薦についてを一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは議案第５８号及び第５９号の提案理由をご説明いたします。 

はじめに、議案第５８号、人権擁護委員の推薦につきまして、提案理由のご説明を申

し上げます。平成２０年１月１日から現在に至るまでの３期、人権擁護委員として、ご

尽力を賜りました、廣瀬範三氏の任期が本年の１２月末日をもって満了となります。今

回、廣瀬氏を再度法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものでございます。廣瀬氏は、長崎県警察本部から少年補導員を

委嘱され青少年の健全育成に貢献されている方です。そのほか、住所等につきましては

お手元の議案書に記載のとおりでございます。 

次に、議案第５９号、人権擁護委員の推薦につきまして、提案理由のご説明を申し上



げます。任期満了により退任された委員の後任としまして、佐野浩子氏を法務大臣に推

薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によりまして議会の意見を求めるも

のでございます。佐野氏は昭和５８年まで大阪府茨木市内の小中学校に勤務をされ、学

校教育に尽力されてきました。また平成１２年より現在に至るまで長与町社会教育委員

としまして、家庭教育の向上や青少年の健全育成などに尽力されている方です。そのほ

か住所等につきましてはお手元の議案書に記載のとおりでございます。人格、識見が高

く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深いご理解のある方々と確信をしており

ますので、よろしくご推薦くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（内村博法議員） 

これにて本日の日程は終了いたします。 

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

なお、１３時より議員全員協議会を開催しますので議員の皆様方はお集まりください。 

（散会 １１時２８分） 

 


